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大洲市不妊治療助成事業 対象者フロー  

不妊治療を開始している 不妊治療を開始していない 

夫婦のどちらか、 

又は双方が 

不妊検査を 

Ｒ５年３月３１日 

以前に実施 

夫婦共に 

不妊検査を 

Ｒ５年４月１日 

以降に実施 

① 

大洲市妊娠前検査費

用助成事業の対象 

一般不妊治療 

（タイミング法/人工授精）を実施 

Ｒ５年４月１日

以降の治療 

Ｒ５年３月３１日

以前の治療 

助成対象外 

②－1 

大洲市不妊治療費助成事業

（一般不妊治療）の対象 

助成対象外 

生殖補助医療 

（体外受精/顕微授精/男性不妊治療） 

を実施※ 

治療開始日が 

Ｒ５年４月１日以降 

治療開始日が、 

Ｒ５年３月３１日以前 

※生殖補助医療における「治療開始日」

の考え方 

 

主治医が体外受精又は顕微授精を開始す

ると決定した日を、治療開始日とする。 

Ｒ５年３月３１日

までに受けた治療 

助成対象外 

②－２ 

大洲市不妊治療費助成事業

（生殖補助医療）の対象 

ただし 

③大洲市先進医療不妊治療費 

助成事業は、助成対象外 

②－２ 

大洲市不妊治療費助成事業

（生殖補助医療）の対象 

先進医療あり 先進医療なし 

②－２ 

大洲市不妊治療費助成事業

（生殖補助医療）の対象 

Ｒ５年４月１日以降に

受けた治療 

③ 

大洲市先進医療不妊治療費助

成事業の対象 


